
第２章 生活環境の現況と対策

第１節 大 気 環 境

１ 大気環境の現況

� 概 況

大気汚染は、工場・事業場等の固定発生源から排出されるばい煙や粉じん及び自動車等の移動発生源からの排

出ガスの他、これら発生源からの排出物質が大気中で反応して二次的に生成されるもの等により引き起こされま

す。

代表的な大気汚染物質としては、硫黄酸化物、窒素酸化物、光化学オキシダント、浮遊粒子状物質等があり、

環境基本法により、大気汚染に係る環境上の条件として、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基

準として「環境基準」が定められています。

本県においては、これらの状況を監視するため、発生源が集中している東部臨海地域を中心に２３局の一般環境

大気測定局（以下「一般局」という。）を設置し、常時監視を行っています。

また、自動車交通量の増加に伴い、自動車排出ガスの大気に及ぼす影響を把握するため、徳島市内に自動車排

出ガス測定局（１測定局、以下「自排局」という。）を設置し、常時監視を行っています。

この他、道路周辺等については、移動測定車による測定（以下「移動局」という。）も行っています。

さらに、降下ばいじん、浮遊粒子状物質中の金属成分、酸性雨、石綿の他、有害大気汚染物質に該当する可能

性がある物質のうち、環境基準の定められているベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジク

ロロメタンについても環境調査を行っています。

平成１３年度の一般局での測定結果に基づく大気汚染の概況は、次のとおりです。

ア 二酸化硫黄については、２３測定局全局で環境基準を達成しています。

イ 二酸化窒素については、１９測定局全局で環境基準を達成しています。

ウ 光化学オキシダントについては、１７測定局全局で環境基準を超える日があり、また、「県大気汚染緊急時対

策措置要網」に基づく注意報を２日間２地域において発令しました。

エ 浮遊粒子状物質については、２３測定局中２０局で環境基準を達成しています。

一方、自排局の平成１３年度の測定結果では、二酸化窒素、浮遊粒子状物質及び一酸化炭素については、環境

基準を達成しています。

なお、各物質の環境基準及び基準達成評価方法は次のとおりであり、達成状況の経年的推移は表２―２―１の

とおりです。

① 二酸化硫黄（ＳＯ２）

１時間値の１日平均値が０．０４ppm以下であり、かつ１時間値が０．１ppm以下であること。（短期的評価）

１年間の測定を通じて得られた１日平均値のうち、高い方から数えて２％の範囲にある測定値を除外した後

の最高値（１日平均値の年間２％除外値）を環境基準と比較して評価を行う。ただし、環境基準を超える日が

２日以上連続した場合は非達成と評価する。（長期的評価）

② 二酸化窒素（ＮＯ２）

１時間値の１日平均値が０．０４ppmから０．０６ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。（短期的評価）

１年間の測定を通じて得られた１日平均値のうち、低い方から数えて９８％目に当たる値（１日平均値の年間

９８％値）を環境基準と比較して評価を行う。（長期的評価）

③ 浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）

１時間値の１日平均値が０．１０㎎／�以下であり、かつ１時間値が０．２㎎／�以下であること。（短期的評価）

１年間の測定を通じて得られた１日平均値のうち、高い方から数えて２％の範囲にある測定値を除外した後

の最高値（１日平均値の年間２％除外値）を環境基準と比較して評価を行う。ただし、環境基準を超える日が

２日以上連続した場合は非達成と評価する。（長期的評価）
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�表２―２―１ 環境基準の達成状況の推移


１ 有効測定局数とは、年間を通じて測定時間が６，０００時間以上の測定局数です。
２ 測定時間が６，０００時間に満たない測定局は、環境基準による評価の対象としません。

区分 年度

二 酸 化 硫 黄 二 酸 化 窒 素 浮 游 粒 子 状 物 質

測定局数
（有効測定局数）

環境基準達成率（％） 測定局数
（有効測定局数）

環境基準達成率（％） 測定局数
（有効測定局数）

環境基準達成率（％）

徳島県 全 国 徳島県 全 国 徳島県 全 国

一

般

局

４８ １３（１０） １００．０ ４６．４ １（０） － １．８

４９ ２０（１５） ８６．７ ６９．０ ５（５） ４０．０ ５．６

５０ ２０（２０） １００．０ ８０．１ １５（１４） ６４．３ ８．１

５１ ２０（２０） ９０．０ ８７．６ １５（１５） ５３．３ ９．０

５２ ２０（２０） ９５．０ ９３．０ １５（１５） ６６．７ １０．４

５３ ２１（２１） ９５．２ ９３．９ １６（１６） １００．０ ９２．４

５４ ２１（２１） １００．０ ９８．４ １６（１６） １００．０ ９５．７

５５ ２１（２１） １００．０ ９８．９ １６（１６） １００．０ ９６．２

５６ ２１（２１） １００．０ ９９．９ １６（１６） １００．０ ９６．８

５７ ２１（２１） １００．０ ９９．４ １６（１６） １００．０ ９８．０

５８ ２１（２１） １００．０ ９９．４ １６（１６） １００．０ ９８．７ ８（８） １００．０ ６３．０

５９ ２１（２１） １００．０ ９９．６ １６（１６） １００．０ ９６．７ ８（８） １００．０ ５０．１

６０ ２１（２１） １００．０ ９９．５ １６（１６） １００．０ ９８．５ ９（９） ６６．７ ５２．１

６１ ２２（２２） １００．０ ９９．６ １７（１７） １００．０ ９７．４ １２（１２） １００．０ ５６．８

６２ ２２（２２） １００．０ ９９．７ １７（１７） １００．０ ９４．０ １６（１６） １００．０ ５２．６

６３ ２２（２２） １００．０ ９９．５ １７（１７） １００．０ ９５．９ １６（１６） ３７．５ ４７．０

元 ２２（２２） １００．０ ９９．８ １７（１７） １００．０ ９５．２ １６（１６） １００．０ ６５．２

２ ２２（２２） １００．０ ９９．７ １７（１７） １００．０ ９３．６ １６（１６） ５６．３ ４３．１

３ ２２（２２） １００．０ ９９．６ １７（１７） １００．０ ９４．１ ２１（２１） ８１．０ ４９．７

４ ２２（２２） １００．０ ９９．８ １７（１７） １００．０ ９７．４ ２２（２２） ９５．５ ５７．６

５ ２２（２２） １００．０ ９９．８ １７（１７） １００．０ ９５．６ ２２（２２） １００．０ ５８．３

６ ２２（２２） １００．０ ９９．７ １８（１８） １００．０ ９５．７ ２２（２２） ９０．９ ６１．８

７ ２２（２２） １００．０ ９９．７ １８（１８） １００．０ ９７．５ ２２（２２） ８６．４ ６３．５

８ ２２（２２） １００．０ ９９．６ １８（１８） １００．０ ９６．４ ２２（２２） ９１．０ ６９．８

９ ２２（２２） １００．０ ９９．９ １８（１８） １００．０ ９５．３ ２２（２２） ９５．５ ６１．３

１０ ２２（２２） １００．０ ９９．７ １８（１８） １００．０ ９４．３ ２２（２２） ９５．５ ６７．４

１１ ２２（２２） １００．０ ９９．７ １８（１８） １００．０ ９８．９ ２２（２２） １００．０ ９０．１

１２ ２３（２３） ５６．５ ９４．２ １９（１９） １００．０ ９９．２ ２３（２３） ９５．７ ８４．４

１３ ２３（２３） １００．０ ９９．６ １９（１９） １００．０ ９９．０ ２３（２３） ８７．０ ６６．６

自

排

局

６ １（１） １００．０ １００．０ １（１） １００．０ ６７．４ １（１） ０．０ ３２．９

７ １（１） １００．０ １００．０ １（１） １００．０ ７０．５ １（１） ０．０ ３５．２

８ １（１） １００．０ １００．０ １（１） １００．０ ６４．６ １（１） ０．０ ４１．９

９ １（１） １００．０ １００．０ １（１） １００．０ ６５．７ １（１） １００．０ ３２．９

１０ １（１） １００．０ １００．０ １（１） １００．０ ６８．１ １（１） ０．０ ３５．７

１１ １（１） １００．０ １００．０ １（１） １００．０ ７８．７ １（１） １００．０ ７６．２

１２ １（１） ０．０ ９３．８ １（１） １００．０ ８０．０ １（１） １００．０ ６６．１

１３ １（１） １００．０ １００．０ １（１） １００．０ ７９．４ １（１） １００．０ ４７．３
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 測定物質別の大気汚染の状況

ア 二酸化硫黄

大気中の二酸化硫黄は、石油、石炭等の化石燃料に含まれる硫黄分の燃焼、酸化により発生します。

一般局２３測定局で測定した結果は、表２―２―２のとおりであり、これらを平成１２年度と比較すると、年平均

値は横ばい傾向にあり、鳴門・川内・小松島・山口局の０．００７ppmが最も高く、脇局の０．００１ppmが最も低くな

っています。

また、過去１３年間の年平均値を、小松島以北を北部地域、その他を南部地域として、地域別及び経年的に比

較すると、図２―２―１のとおりであり、北部地域は南部地域より若干高くなっていますが、平成９年度以後は、

ほぼ同程度であります。

環境基準は、一般局、自排局とも、短期及び長期的評価において達成しています。

�表２―２―２ 二酸化硫黄測定結果

区 分 市町村 測定局

有効測定
日 数

測定時間 年平均値
１時間値
の最高値

日平均値
の ２ ％
除 外 値

環境基準の達成状況

短期的評価 長期的評価

（日） （時間） （ppm） （ppm） （ppm） （達成○ 非達成×）

一

般

局

北

部

地

域

鳴 門 市 鳴 門 ３６３ ８，７１３ ０．００７ ０．０５４ ０．０１６ ○ ○

松 茂 町 松 茂 ３６３ ８，６６８ ０．００２ ０．０３６ ０．００６ ○ ○

藍 住 町 藍 住 ３５９ ８，６８３ ０．００６ ０．０５０ ０．０１１ ○ ○

北 島 町 北 島 ３６２ ８，６５９ ０．００３ ０．０３３ ０．００７ ○ ○

徳 島 市

川 内 ３６３ ８，７１９ ０．００７ ０．０４６ ０．０１４ ○ ○

応 神 ３６２ ８，６４７ ０．００４ ０．０３５ ０．０１３ ○ ○

徳 島 ３６２ ８，６６３ ０．００３ ０．０３３ ０．００７ ○ ○

多 家 良 ３６２ ８，６９５ ０．００５ ０．０３５ ０．０１２ ○ ○

小松島市 小 松 島 ３６３ ８，７１３ ０．００７ ０．０４５ ０．０１２ ○ ○

脇 町 脇 町 ３６２ ８，６６６ ０．００１ ０．０３１ ０．００３ ○ ○

南

部

地

域

那賀川町
那 賀 川 ３６４ ８，６８８ ０．００２ ０．０４８ ０．００７ ○ ○

中 島 ３６２ ８，６４２ ０．００２ ０．０６２ ０．００８ ○ ○

羽ノ浦町 羽 ノ 浦 ３６４ ８，６８７ ０．００２ ０．０４８ ０．００６ ○ ○

阿 南 市

阿 南 ３６２ ８，６５８ ０．００２ ０．０５９ ０．００９ ○ ○

大 潟 ３６４ ８，６９３ ０．００２ ０．０６９ ０．００７ ○ ○

橘 ３６５ ８，７２５ ０．００３ ０．０７０ ０．０１１ ○ ○

山 口 ３６４ ８，７１３ ０．００７ ０．０６５ ０．０１６ ○ ○

椿 ３６３ ８，６４３ ０．００２ ０．０６１ ０．００７ ○ ○

大 野 ３６５ ８，７２２ ０．００３ ０．０４６ ０．０１０ ○ ○

宝 田 ３６５ ８，７２７ ０．００４ ０．０７９ ０．０１３ ○ ○

福 井 ３６５ ８，７２４ ０．００２ ０．０７４ ０．００８ ○ ○

鷲 敷 町 鷲 敷 ３６３ ８，７１５ ０．００３ ０．０２７ ０．００５ ○ ○

由 岐 町 由 岐 ３６３ ８，７０５ ０．００５ ０．０５８ ０．００９ ○ ○

自排局 徳 島 市 自排徳島 ３６３ ８，７００ ０．００３ ０．０３１ ０．００９ ○ ○


 「日平均値の２％除外値」：１年間の測定を通じて得られた１日平均値のうち、高い方から数えて２％の範囲にある測定値
を除外した後の最高値をいいます。
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図２―２―１ 二酸化硫黄年平均値の経年変化

イ 二酸化窒素

大気中の窒素酸化物は、その大部分が物の燃焼に伴って発生するものであり、発生源としては、工場・事業

場のばい煙発生施設及び自動車などがあります。

一般局１９測定局で測定した結果は、表２―２―３のとおりであり、年平均値は、徳島局の０．０１８ppmが最も高

く、鷲敷局の０．００3ppmが最も低くなっています。

また、過去１３年間の年平均値を地域別及び経年的に比較すると、図２―２―２のとおりであり、北部地域は南

部地域の約２倍となっています。

環境基準は全局で達成しています。

一方、自排局で測定した結果も、表２―２―３のとおりであり、環境基準を達成しています。

ウ 光化学オキシダント

光化学オキシダントは、大気中の窒素酸化物や炭化水素類が強い紫外線を受けて光化学反応を起こし、二次

的に生成される酸化性物質の総称であり、光化学大気汚染の要因物質とされており、その大気中の濃度は、原

因となる大気汚染物質の量だけでなく、気温、風速、日射等の気象条件によって大きく左右されます。

一般局１７測定局の測定結果は、表２―２―４のとおりです。

環境基準超過の状況は椿局の９４６時間超過をはじめ、全局で昼間の１時間値が０．０6ppmを超えています。

また、大気汚染防止法に基づくオキシダントに係る緊急時報の発令を、昭和４９年度から「徳島県大気汚染緊

急時対策措置要綱」に基づいて行っており、平成１３年度は注意報を２日間２地域に発令しました。

オキシダントに係る緊急時報の発令状況の経年変化は表２―２―５のとおりです。

なお、本県では注意報（０．１２ppm）発令時に、当該区域内及びその周辺の主要なばい煙排出工場に対し排出

量削減の要請を行っていますが、この前段階（０．０８ppm）において、注意報発令時に直ちに削減措置等がとれ

るように準備体制を整えることを要請する事前要請の制度を設けています。平成１３年度においては、４回の事

前要請を行っています。
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�表２―２―３ 二酸化窒素測定結果

図２―２―２ 二酸化窒素年平均値の経年変化

区 分 市町村 測定局
有効測定
日 数

測定時間 年平均値
１時間値
の最高値

日平均値
の 年 間
９８％ 値

環境基準の達成状況

（日） （時間） （ppm） （ppm） （ppm） （達成○ 非達成×）

一

般

局

北

部

地

域

鳴 門 市 鳴 門 ３６３ ８，７１９ ０．０１６ ０．０７０ ０．０３６ ○

松 茂 町 松 茂 ３６３ ８，７１７ ０．０１３ ０．０６１ ０．０２９ ○

藍 住 町 藍 住 ３６２ ８，６６７ ０．０１２ ０．０５０ ０．０２２ ○

北 島 町 北 島 ３６３ ８，７１４ ０．０１２ ０．０５９ ０．０２６ ○

徳 島 市

川 内 ３５７ ８，５６８ ０．０１３ ０．０６０ ０．０２４ ○

応 神 ３５９ ８，５９８ ０．０１３ ０．０６３ ０．０２４ ○

徳 島 ３５９ ８，６５０ ０．０１８ ０．０６７ ０．０３０ ○

多 家 良 ３６３ ８，７２１ ０．００７ ０．０５１ ０．０１９ ○

小松島市 小 松 島 ３６３ ８，７２０ ０．０１２ ０．０５４ ０．０２４ ○

脇 町 脇 町 ３５４ ８，４９６ ０．０１２ ０．０５２ ０．０２１ ○

南

部

地

域

那賀川町
那 賀 川 ３６３ ８，７１３ ０．００９ ０．０５３ ０．０２１ ○

中 島 ３６２ ８，６６９ ０．０１０ ０．０４６ ０．０２２ ○

羽ノ浦町 羽 ノ 浦 ３６２ ８，６４８ ０．００７ ０．０４０ ０．０１６ ○

阿 南 市

阿 南 ３６０ ８，６５７ ０．０１０ ０．０５７ ０．０２５ ○

大 潟 ３６１ ８，６９８ ０．００８ ０．０５４ ０．０２１ ○

山 口 ３６１ ８，６８９ ０．００７ ０．０４６ ０．０１９ ○

椿 ３５９ ８，５７４ ０．００６ ０．０４３ ０．０１６ ○

鷲 敷 町 鷲 敷 ３５４ ８，４６３ ０．００３ ０．０３３ ０．００８ ○

由 岐 町 由 岐 ３６２ ８，６６８ ０．００４ ０．０４１ ０．０１３ ○

自排局 徳 島 市 自排徳島 ３６３ ８，７０７ ０．０２２ ０．０７２ ０．０３４ ○

�１．ザルツマン係数は０．８４、酸化率は７０％として算出しています。
２．「日平均値の年間９８％値」：１年間の測定を通じて得られた１日平均値のうち、低い方から数えて９８％目に当たる値をい

います。

大
気
環
境
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�表２―２―４ 光化学オキシダント測定結果

�表２―２―５ オキシダントに係る緊急時報の発令状況

区 分 市町村 測定局

昼 間
測 定
日 数

昼 間
測 定
時 間

昼間の
１時間
値の年
平均値

昼間の１時間
値が０．０６ppm
を超えた日数
と 時 間 数

昼間の１時間
値が０．１２ppm
を超えた日数
と 時 間 数

昼間の
１時間
値 の
最高値

昼間の日
最高１時
間 値 の
年平均値

環境基
準の達
成状況

（日） （時間）（ppm） （日） （時間） （日） （時間）（ppm）（ppm）（達成○
非達成×）

一

般

局

北

部

地

域

鳴 門 市 鳴 門 ３６５ ５，３３６ ０．０３５ １０１ ４３２ ０ ０ ０．１０３ ０．０５２ ×

松 茂 町 松 茂 ３６５ ５，３４１ ０．０３３ ８０ ３３５ ０ ０ ０．１０８ ０．０４９ ×

藍 住 町 藍 住 ３６５ ５，３３８ ０．０３４ ９９ ４２０ ０ ０ ０．０９８ ０．０５１ ×

北 島 町 北 島 ３６３ ５，２９０ ０．０３５ １０７ ４７６ １ １ ０．１２５ ０．０５２ ×

徳 島 市
川 内 ３６１ ５，３８０ ０．０３７ １２０ ５４８ １ １ ０．１３２ ０．０５４ ×

徳 島 ３６５ ５，３３７ ０．０２６ ６０ ２２４ ０ ０ ０．１０９ ０．０４１ ×

小松島市 小 松 島 ３６５ ５，３４２ ０．０３１ ６０ ２２３ ０ ０ ０．０９６ ０．０４６ ×

脇 町 脇 町 ３６５ ５，４６２ ０．０３５ １４９ ７５６ １ ２ ０．１２６ ０．０５７ ×

南

部

地

域

那賀川町
那 賀 川 ３６５ ５，３４５ ０．０３７ １１０ ５２９ ０ ０ ０．１０３ ０．０５２ ×

中 島 ３６５ ５，４４０ ０．０３８ １２０ ５７４ ２ ２ ０．１２３ ０．０５４ ×

羽ノ浦町 羽 ノ 浦 ３６５ ５，３４５ ０．０３８ １０２ ４８３ ０ ０ ０．１０１ ０．０５２ ×

阿 南 市

阿 南 ３６５ ５，３４８ ０．０３８ １１６ ５６０ ０ ０ ０．１１９ ０．０５３ ×

大 潟 ３６５ ５，３４８ ０．０４０ １３１ ６８８ ０ ０ ０．１１６ ０．０５５ ×

山 口 ３６５ ５，３４６ ０．０３９ １４６ ７７２ ０ ０ ０．１１９ ０．０５６ ×

椿 ３６５ ５，３４６ ０．０４３ １５９ ９６４ ０ ０ ０．１１９ ０．０５９ ×

鷲 敷 町 鷲 敷 ３６５ ５，３２７ ０．０３１ ９８ ３７５ ０ ０ ０．０９１ ０．０４９ ×

由 岐 町 由 岐 ３６５ ５，３４２ ０．０４４ １５５ ９１０ ２ ６ ０．１３４ ０．０５９ ×

� 昼間とは５時から２０時までの時間帯です。したがって、１時間値は、６時から２０時まで得られます。

�１．昭和５０年度に予報制度を制定。
２．昭和５３年度に発令区域を変更し、徳島市を３分割しています。
３．平成１２年度に発令区域を変更し、脇町を加え、１２区域から１０区域に再編成しました。（松茂町、北島町、徳島市川内町、応神町は今切区域に含まれます。）

年度４９ ５０ ５１ ５２ ５３ ５４ ５５ ５６ ５７ ５８ ５９ ６０ ６１ ６２ ６３ 元 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

区分

区域

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

予

報

注
意
報

鳴 門 ３ １１５ １１ １

今 切 １

松 茂 ６ ６１５１１１ １１ １

藍 住 ２１４

北 島 １２ １

徳島市
北 部 ２１ ２ ３

徳島市 ２１２ １ １３ １ ２

小松島 ４ ４ ５ １

那賀川 １６１８１８ １１１ ２１ １ ３

羽ノ浦 １ ３ １ １

那賀川
羽ノ浦 １

阿 南 ２４１８２１１ １ １ ２ １ １ １ ２

鷲 敷 １

由 岐 ３１４ ７２ １ １１２ １ ３ １ １

脇 町 １

発 令
日 数 ２１０２１４３２０３１１１０１０００１０００００１１３２００００００１１００００００００１３０２０３０６０３０２０２
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エ 浮遊物質等

� 浮遊粒子状物質

浮遊粒子状物質は、大気中に浮遊する粒子状物質のうち粒径が１０µm以下のものをいい、その発生は、工

場等のばい煙や自動車の排気ガス等の人工的原因によるものや土壌の舞い上がり等の自然原因によるものと

多種多様にわたっています。また、その環境濃度は、黄砂や気象条件の影響を受ける傾向が見受けられます。

一般局２３測定局で測定した結果は表２―２―６のとおりであり、年平均を平成１２年度と比較すると、各局、

若干ながら減少しております。

年平均は、自排局の０．０３９㎎／�が最も高く、大野局の０．０２２㎎／�が最も低くなっています。

また、過去１３年間の年平均値を、地域別及び経年的に比較すると、図２―２―３のとおりであり、北部地域

は南部地域より若干高くなっています。

環境基準の達成状況は、長期的評価では２３局中２０局が達成しています。また、短期的評価では２３局中２局

が達成しています。

一方、自排局で測定した結果は表２―２―６のとおりであり、短期的評価は環境基準非達成、長期的評価は

達成しております。

�表２―２―６ 浮遊粒子状物質測定結果

区 分 市町村 測定局

有効測定
日 数

測定時間 年平均値
１時間値
の最高値

日平均値
の ２ ％
除 外 値

環境基準の達成状況

短期的評価 長期的評価

（日） （時間） （㎎／�） （㎎／�） （㎎／�） （達成○ 非達成×）

一

般

局

北

部

地

域

鳴 門 市 鳴 門 ３５２ ８，５２６ ０．０３１ ０．３０９ ０．０６５ × ○

松 茂 町 松 茂 ３６１ ８，６９０ ０．０３２ ０．３４４ ０．０６８ × ○

藍 住 町 藍 住 ３５９ ８，６６９ ０．０３５ ０．３５３ ０．０８９ × ×

北 島 町 北 島 ３６１ ８，６８３ ０．０３０ ０．２８０ ０．０７３ × ○

徳 島 市

川 内 ３６１ ８，６９４ ０．０３２ ０．３０９ ０．０６８ × ○

応 神 ３６１ ８，６６４ ０．０３５ ０．２３６ ０．０８１ × ○

徳 島 ３４５ ８，２９１ ０．０３０ ０．２５３ ０．０７０ × ○

多 家 良 ３６１ ８，６８３ ０．０２９ ０．２４８ ０．０７０ × ○

小松島市 小 松 島 ３５９ ８，６５１ ０．０２６ ０．３０９ ０．０６４ × ○

脇 町 脇 町 ３５９ ８，６７７ ０．０２９ ０．３１５ ０．０６３ × ○

南

部

地

域

那賀川町
那 賀 川 ３６４ ８，７３１ ０．０２７ ０．１８１ ０．０６７ ○ ○

中 島 ３６１ ８，６８３ ０．０３０ ０．２５２ ０．０６６ × ○

羽ノ浦町 羽 ノ 浦 ３６１ ８，６８０ ０．０２７ ０．１７５ ０．０６３ ○ ○

阿 南 市

阿 南 ３３５ ８，１２１ ０．０２９ ０．２１６ ０．０６５ × ○

大 潟 ３６４ ８，７３０ ０．０２６ ０．１９６ ０．０６６ ○ ○

橘 ３６５ ８，７２３ ０．０２８ ０．１９６ ０．０６８ ○ ○

山 口 ３６１ ８，６８６ ０．０２８ ０．３０８ ０．０７３ × ○

椿 ３６１ ８，６８２ ０．０２６ ０．２９６ ０．０７１ × ×

大 野 ３６５ ８，７２２ ０．０２２ ０．１６８ ０．０５５ ○ ○

宝 田 ３６５ ８，７２７ ０．０２９ ０．１６２ ０．０７４ ○ ○

福 井 ３６５ ８，７２４ ０．０２６ ０．１８９ ０．０６７ ○ ○

鷲 敷 町 鷲 敷 ３６１ ８，６７３ ０．０２３ ０．１１６ ０．０５４ ○ ○

由 岐 町 由 岐 ３６１ ８，６６５ ０．０２７ ０．２２５ ０．０７４ × ×

自排局 徳 島 市 自排徳島 ３６３ ８，７０９ ０．０３９ ０．２７６ ０．０７９ × ○

大
気
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図２―２―３ 浮遊粒子状物質年平均値の経年変化

�イ 浮遊粒子状物質中の金属成分

環境大気中の浮遊粒子状物質については、その量だけでなく、成分等の質的な面で注目されていることか

ら、昭和５６年度より浮遊粒子状物質中の金属成分の月単位の調査を開始し、現在県下７地点で調査を実施（鉄

・鉛・マンガン・バナジウム・クロム・カドミウム）しています。

平成１３年度の調査結果（全調査地点の年平均値の単純平均値）は、表２―２―７のとおりであり、平成１２年

度と比較すると全体的に横ばい傾向にあります。

過去８年間の成分ごとの経年変化は、図２―２―４のとおりです。

�表２―２―７ 浮遊粒子状物質中の金属成分調査結果

図２―２―４ 浮遊粒子状物質中の金属成分の年平均値の経年変化

（全調査地点における単純平均値）

調査地点数 年度
浮遊粒子状
物 質
（μg／�）

金 属 成 分（μg／�）
鉄 鉛 マンガン バナジウム クロム カドミウム

７

１３ ２５ ０．２０２ ０．０１９ ０．０２０ ０．００７ ０．００３ ０．００１３

１２ ２６ ０．２３１ ０．０１４ ０．０１９ ０．００８ ０．００２ ０．００１０

１１ ２３ ０．１９０ ０．０１２ ０．０１６ ０．００６ ０．００３ ０．００１３

� 調査地点は、一般環境大気測定局の藍住・川内・徳島・大野・阿南・山口・大潟の各測定局と同一地点です。
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オ 移動測定車による測定

本県においては、２３局の一般局による大気汚染状況の常時監視を補完するものとして、移動測定車により、

道路周辺等について大気汚染状況の調査を行っています。

平成１３年度の調査結果は、表２―２―８のとおりであり、一般局における測定結果と比較して著しい差はあり

ません。

�表２―２―８ 移動測定車による大気環境測定桔果

カ 降下ばいじん

降下ばいじんは、大気中の粒子状物質のうち、地表に降下してくるものであり、県下７地点（一般地域及び

工場周辺地域）で月単位の調査をしていますが、その結果は、表２―２―９のとおりです。

過去８年間の調査結果（全地点における年平均値の単純平均値）の経年変化は図２―２―５のとおりです。

�表２―２―９ 降下ばいじん調査結果（単位：t／�／月）

キ 石 綿（アスベスト）

石綿は、耐熱性等にすぐれている

ため多くの製品に使用されています

が、呼吸により相当数の石綿繊維が

肺に取り込まれた時、場合によって

は発がんなどの健康被害を及ぼす恐

れがあります。

このため、平成元年及び平成８年

に大気汚染防止法の一部が改正され、

石綿製品製造工場及び石綿を使用している建築物の解体等の工事に対して、石綿の空中への飛散を抑制するた

めに所要の規制がなされました。

本県の平成１３年度における一般大気環境及び道路周辺等における石綿濃度の状況は、表２―２―１０のとおり

であり、環境庁（現環境省）が平成７年度に実施した「未規制大気汚染物質モニタリング調査結果」と比較す

ると、概ね同程度の値となっており、経年的にみても、概ね横ばい状況となっています。

測定地点
測 定
期 間
（ 月 ）

二酸化硫黄（ppm） 二酸化窒素（ppm） 浮遊粒子状物質（㎎／�） 一酸化炭素（ppm） オキシダント（ppm）

平均値
１時間
値 の
最高値

日平均
値 の
最高値

平均値
１時間
値 の
最高値

日平均
値 の
最高値

平均値
１時間
値 の
最高値

日平均
値 の
最高値

平均値
１時間
値 の
最高値

日平均
値 の
最高値

昼 間
１時間値
の平均値

昼 間
１時間値
の最高値

鳴門市農業
研修センター ４～５ ０．００８ ０．０５０ ０．０１８ ０．０１８ ０．０６１ ０．０３３ ０．０３６ ０．０９４ ０．０５８ ０．４ １．２ ０．５ ０．０３９ ０．０８６

池 田 町
総合体育館 ６～９ ０．００５ ０．０１７ ０．００９ ０．００８ ０．０３０ ０．０１５ ０．０３２ ０．１１６ ０．０６３ ０．３ ０．８ ０．４ ０．０３０ ０．１０２

鴨島保健所 １０～１１ ０．００５ ０．０２５ ０．００７ ０．０１１ ０．０３９ ０．０２０ ０．０２６ ０．１０４ ０．０４４ ０．４ １．８ ０．６ ０．０２９ ０．０７８

小松島市役所 １２～２ ０．００６ ０．０２２ ０．０１１ ０．０２０ ０．０５８ ０．０３８ ０．０２６ ０．１２４ ０．０９０ ０．６ ２．７ １．３ ０．０２７ ０．０５６

測 定 地 点 平均値 最高値 最低値

鳴 門 市 鳴 門 市 役 所 ２．８ ９．２ １．１

徳 島 市 徳 島 保 健 所 ２．２ ５．２ ０．９

石 井 町 農 業 大 学 １．７ ２．５ １．０

小松島市 小 松 島 市 役 所 ３．１ １３．８ ０．８

那賀川町 那 賀 川 町 役 場 ４．０ ２０．８ ０．９

阿 南 市
阿 南 保 健 所 ３．８ １４．６ ０．８

徳島バス橘営業所 ３．３ ７．１ ０．７

�表２―２―１０ 石綿調査結果（平成１３年度）

調 査 区 分 地点数 石綿濃度（ｆ／ｌ） 測 定 地 点

一 般 環 境 ４
０．３６

（平 均 値）

勝浦町生比奈（民有地）
鷲敷中学校
脇町合同庁舎
池田町総合体育館

主要道路近傍 ２
０．２６

（平 均 値）
阿南農村青年の家
小松島市役所駐車場

大
気
環
境

図２―２―５ 降下ばいじん年平均値の経年変化
（t／�／月）
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ク 有害大気汚染物質

近年、多様な化学物質の低濃度長期暴露に

より人への健康影響が懸念されていることか

ら、平成８年５月に大気汚染防止法が改正さ

れ、有害大気汚染物質対策が位置づけられま

した。

環境省では、有害大気汚染物質に該当する

可能性がある物質のうち、２２物質を優先的に

対策に取り組むべき物質（＝優先取組物質）

とし、監視測定体制の整備等を進めています。

（表２―２―１１）

本県においては、有機塩素化合物等の一部

の物質について、従来より大気環境濃度の測

定を行っていましたが、物質の有害性や大気

環境濃度からみて健康リスクが高いと考えられる優先取組物質のうち２０物質について、大気汚染の状況を把握

するモニタリング調査を実施しています。

� ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン

優先取組物質のうち、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンについて

は、大気汚染に係る環境基準が定められています。

平成１３年度に県内４地点で測定した結果の平均は表２―２―１２のとおりであり、環境基準と比較して、ト

リクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンは十分下回る結果でしたが、ベンゼンは１地点

において基準を超過するなど、若干高めの傾向がみられます。

�表２―２―１２ トリクロロエチレン等調査結果（４測定局の年間１２回の平均値）µg／�

�イ 水銀その他の項目

優先取組物質のうち、水銀については一部地域で平成３

年から調査を実施しています。平成１３年度の結果は表２―

２―１３のとおりであり、環境庁（現環境省）が平成７年度

に実施した「未規制大気汚染物質モニタリング調査結果」

と比較すると概ね同程度の結果となっています。また、Ｗ

ＨＯのクライテリア値（１５µg／�健康影響判定基準）と比較しても、十分下回っています。

その他、アセトアルデヒド等の１４物質の平成１３年度の調査結果は、環境省が同年度に実施した「有害大気

汚染物質モニタリング調査」の結果と概ね同程度の値となっています。

� 燃料使用量等の状況

硫黄酸化物、窒素酸化物等のばい煙は、重油等の燃焼に伴って発生します。

県下の工場、事業場の燃料使用量については、公害防止協定締結工場のうち大規模ばい煙発生施設を設置して

いる１８工場が大半を占めています。

これら主要工場における燃料使用量並びに硫黄酸化物排出量及び窒素酸化物排出量は図２―２―６、図２―２―７

のとおりです。平成１３年度の年間燃料使用量は、平成１２年度と比較すると液体燃料の使用量は引き続き減少して

いますが、固体燃料の使用量は増加しております。また、硫黄酸化物の排出量は増加していますが、窒素酸化物

の排出量は減少しております。

�表２―２―１１ 優先取組物質

ア ク リ ロ ニ ト リ ル ア セ ト ア ル デ ヒ ド

塩化ビニルモノマー ク ロ ロ ホ ル ム

クロロメチルメチルエテール 酸 化 エ チ レ ン

１，２－ジクロロエタン ジ ク ロ ロ メ タ ン

水銀及びその化合物 タ ル ク

ダ イ オ キ シ ン 類 テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン ニ ッ ケ ル 化 合 物

ヒ素及びその化合物 １，３ － ブ タ ジ エ ン

ベリリウム及びその化合物 ベ ン ゼ ン

ベ ン ゾ � ピ レ ン ホ ル ム ア ル デ ヒ ド

マンガン及びその化合物 六 価 ク ロ ム 化 合 物

区 分 トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ベンゼン ジクロロメタン

年平均濃度 ０．１０（０．０１０～０．９３） ０．０８４（０．０１１～０．３１） ２．０（０．３９～６．１） ０．９８（０．１５～５．３）

大気環境基準 ２００ ２００ ３ １５０

（ ）内は測定範囲

�表２―２―１３ 水銀調査結果 （µg／�）

場 所 鷲 敷 阿 南 那賀川

期 間 ４～５月 ８～９月 ３月

濃 度 ０．００１１ ０．００１４ ０．００２２
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その他、自動車・船舶・航空機等移動発生源での燃料使用量も多く、特に自動車は窒素酸化物、炭化水素等の

汚染物質を排出し、さらにこれらが光化学オキシダントの原因物質になるなど大気汚染への関与が大きいことか

ら、今後の大気汚染防止対策を講ずる上で、自動車排出ガス対策は全国的に重要な課題となっています。

図２―２―６ 主要工場の燃料使用量

図２―２―７ 主要工場の硫黄酸化物・窒素酸化物排出量

大
気
環
境
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２ 大気汚染防止対策

� 概 要

大気汚染に係る環境上の条件については、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として環境

基準が、二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、光化学オキシダント、浮遊粒子状物質、ベンゼン、トリクロロ

エチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、ダイオキシン類の１０物質について定められています。

国及び県では、この環境基準を達成・維持することを目標として、図２―２―８の体系で各種施策を講じています。

環境の大気汚染の監視は、固定測定局及び移動測定局を設け、二酸化硫黄等５物質について常時測定を行って

います。

発生源に対しては、大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法による規制に加え、県公害防止条例によ

り国の基準より厳しい上乗せ・横出し規制を行うほか、公害防止協定・環境保全協定の締結、県大気汚染対策指

導要綱及び県大気汚染緊急時対策措置要綱の制定等により、工場・事業場からのばい煙の排出等を規制指導して

います。また、ばい煙排出者のうち主要な９工場については、ばい煙濃度等を常時測定し、テレメータ・システ

ムを通じて監視できるようになっています。

図２―２―８ 大気汚染防止対策体系
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� 監 視 測 定

ア 一般環境大気等常時監視

大気汚染状況の常時監視及び緊急時の措置等を有効・適切に行うため、鳴門市から由岐町に至る東部臨海地

域を中心に一般局を２３局設置し、徳島市内の国道１１号沿いに自排局を１局設置しています。さらに、これを補

完するため、移動局により、主に道路周辺の環境調査も実施しています。一般局及び自排局の概要とその位置

については、表２―２―１４及び図２―２―９のとおりです。

これら一般局及び移動局で測定されたデータは、テレメータ・システム等により、県保健環境センター内の

中央監視局へ送信され、ここで大気汚染状況の常時監視、光化学オキシダント注意報などの大気汚染緊急時報

の発令を行っています。

図２―２―９ 一般環境大気測定局等位置図 大
気
環
境
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�表２―２―１４ 一般環境大気測定局等概要 （平成１３年度現在）

� ＳＯ２：二酸化硫黄 ＳＰＭ：浮遊粒子状物質 ＮＯｘ：窒素酸化物 Ｏｘ：オキシダント ＣＯ：一酸化炭素
ＨＣ：炭化水素 ＷＤ／ＷＳ：風向・風速 Temp：気温 Hum：湿度 Ｏ３：オゾン

種 目
番
号

測定局 設置場所
測 定 項 目

備 考
ＳＯ２ ＳＰＭＮＯｘ Ｏｘ ＣＯ ＨＣ ＷＤ／ＷＳ Temp Hum Ｏ３

一

般

環

境

大

気

測

定

局

１ 鳴 門 鳴門合同庁舎 ○ ○ ○ ○ ○ 県 設 置

２ 松 茂 松茂小学校 ○ ○ ○ ○ ○ 〃

３ 藍 住 藍 住 町 立
図 書 館 ○ ○ ○ ○ ○ 〃

４ 北 島 北島南小学校 ○ ○ ○ ○ ○ 〃

５ 川 内 川内中学校 ○ ○ ○ ○ ○ 〃

６ 応 神 応神小学校 ○ ○ ○ ○ 徳島市設置

７ 徳 島 徳島保健所 ○ ○ ○ ○ ○ 県 設 置

８ 多 家 良 多家良コミュ
ニティセンター ○ ○ ○ ○ 徳島市設置

９ 小 松 島 阿南保健所
小松島支所 ○ ○ ○ ○ ○ 県 設 置

１０ 那 賀 川 那賀川町黒地
老人ルーム ○ ○ ○ ○ ○ 〃

１１ 中 島 中島民有地 ○ ○ ○ ○ ○ 〃

１２ 羽 ノ 浦 羽 ノ 浦 町
東在所集会所 ○ ○ ○ ○ ○ 〃

１３ 阿 南 阿 南 農 村
青 年 の 家 ○ ○ ○ ○ ○ 〃

１４ 大 潟 大潟保育所 ○ ○ ○ ○ ○ 〃

１５ 橘 橘 公 民 館 ○ ○ ○ 阿南市設置

１６ 山 口 阿南市農業
総合センター ○ ○ ○ ○ ○ 県 設 置

１７ 椿 椿 公 民 館 ○ ○ ○ ○ ○ 〃

１８ 大 野 阿南市上水道
大野水源地 ○ ○ ○ 阿南市設置

１９ 宝 田 県立阿南工業
高 校 南 横 ○ ○ ○ 〃

２０ 福 井 福井小学校 ○ ○ ○ 〃

２１ 鷲 敷 鷲敷中学校 ○ ○ ○ ○ ○ 県 設 置

２２ 由 岐 由岐小学校 ○ ○ ○ ○ ○ 〃

２３ 脇 町 脇町合同庁舎 ○ ○ ○ ○ ○ 〃

特定気象局
１ 四国電力㈱

阿南発電所 ○ ○ ○ 企 業 設 置

２ 電源開発㈱
橘湾火力発電所 ○ ○ ○ 〃

移動測定局 １ 宝くじ号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 県 設 置

自動車排出
ガス測定局 １ 自排徳島 徳島合同庁舎 ○ ○ ○ ○ ○ 〃
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イ 主要な固定発生源のばい煙常時監視

主要なばい煙排出者の９工場については、硫黄酸化物排出濃度等を常時測定し、環境測定データと同様にテ

レメータ・システムにより県保健環境センターに送信、監視を行えるようにしています（表２―２―１５）。

�表２―２―１５ 常時監視工場名及び監視項目数

ウ 監視テレメータ・システム

テレメータ・システムとは、データ送信・処理装置のことで、県内複数の環境測定局にある汚染物質測定器

及び発生源の測定器の最新データを収集・処理し、迅速かつ適切な大気環境監視を行なうために整備されました。

本県のテレメータ・システムは、昭和４９年６月に設置したものを昭和５８年度から６０年度に１回目の更新を行

い、平成７年度にデータ収集・表示及び情報提供機能の強化に力を入れた２回目の更新を行っています。

なお、データの伝送系統は、図２―２―１０のとおりです。

図２―２―１０ テレメータシステムによる伝送系統

工場名

監視項目

鳴
門
塩
業

東

邦

テ
ナ
ッ
ク
ス

日
清
紡
績

東
亞
合
成

日
本
製
紙

王
子
製
紙

四
国
電
力

阿
南
発
電
所

四
国
電
力

橘
湾
発
電
所

電
源
開
発

橘
湾
火
力

発

電

所

計

硫黄酸化物
濃 度 １ １ ２ ３ １ ５ ５ １ ２ ２１

排出総量 １ １ ０ １ １ １ １ １ １ ８

窒素酸化物
濃 度 １ ３ ０ ３ １ ８ ４ １ ２ ２３

排出総量 １ １ ０ １ １ １ １ １ １ ８

� 数値は、テレメータ・システムにより収集している監視項目数です。

大
気
環
境
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� 発生源対策

ア 固定発生源対策

� ばい煙規制

大気汚染を効果的に防止するという観点から、各種のばい煙を発生する施設について施設の種類ごとに、

ばい煙排出量が比較的大きいもの（たとえばボイラー等）を、大気汚染防止法又は県公害防止条例では〔ば

い煙発生施設〕として定め、規制を行っています。その規制方式には、一般的に排出口におけるばい煙の量

を規制する量規制方式と、濃度を規制する濃度規制方式があり、我が国においては、硫黄酸化物は前者、ば

いじん及び窒素酸化物等については後者を採用しています。

ａ 硫黄酸化物

� 排出規制（法・条例による）

硫黄酸化物の排出基準は、Ｋ値規制と呼ばれ、ばい煙の排出口の高さ及び地域ごとに定められている

定数Ｋの値（Ｋの値が小さいほど規制が厳しい）に応じて排出量の許容量が定められています。大気汚

染防止法では、昭和４３年１２月以降８次にわたって強化改正されており、本県におけるこれまでの改定の

経過は表２―２―１６のとおりです。

また、県公害防止条例該当施設についてのＫ値規制の改定の経過は表２―２―１７のとおりです。

�表２―２―１６ 硫黄酸化物に係るＫ値改定の経過（大気汚染防止法）

�表２―２―１７ 硫黄酸化物に係るＫ値改定の経過（県公害防止条例）

改定年月日
地 域

４６．６．２４
（３次規制）

４７．１．５
（４次規制）

４８．１．１
（５次規制）

４９．４．１
（６次規制）

５１．９．２８
（８次規制）

徳島市
（川内町、応神町に限る）
阿南市（※）
那賀川町、北島町

１５．８ １５．８ １１．７ ８．７６ ８．０

徳島市（上記２町を除く）
鳴門市、小松島市
阿南市（上記２１町を除く）
羽ノ浦町、松茂町
藍住町

�



�



�

２６．３

�



�



�

２２．２

�



�



�

２２．２

�



�



�

１７．５
１３．０

その他の地域 １７．５

改定年月日
地 域

４７．３．２４ ５０．３．２５

徳島市（川内町、応神町に限る）
阿南市（※）
那賀川町、北島町

１５．８ ８．７６

徳島市（上記２町を除く）
鳴門市、小松島市
阿南市（上記２１町を除く）

２２．２
１７．５

その他の地域 －

� 表２―２―１６、表２―２―１７中※は、「富岡町、学原町、日開野町、七見町、
領家町、住吉町、原ケ崎町、西路見町、出来町、豊益町、福村町、畭町、黒津
地町、向原町、辰巳町、才見町、中林町、見能林町、大潟町、津乃峰町、及び
橘町に限る。」

－ 52 －－ 52 －



� 指 導 要 綱

排出量低減対策として、昭和５０年１１月１日に、「徳島県大気汚染対策指導要綱」を定め、ばい煙発

生工場に対する使用燃料の硫黄含有率の低減を指導しています。（表２―２―１８）

本県の排煙脱硫装置の設置状況及び脱硫処理ガス量の状況は表２―２―１９のとおりであり、硫黄酸

化物の排出量低減に寄与しています。

�表２―２―１８ 使用燃料中の硫黄含有率指導基準

�表２―２―１９ 排煙脱硫装置設置基数及び処理ガス量能力

ｂ ば い じ ん

排出規制（法・条例による）

ばいじん、ばい煙発生施設の種類及び規模ごとに排出基準が定められています。法の排出基準について

は、昭和５７年の改正でそれまでの約１／２に規制強化された後、近年の廃棄物焼却炉を巡る大気汚染問題

への対応を図るため、平成１０年４月法改正による焼却炉に係るばいじんの基準規制強化がおこなわれました。

また、排出ガスを空気で希釈するだけで排出基準に適合させることを防止するため、標準酸素濃度補正

方式も採用されています。

ｃ 窒素酸化物

排出規制（法による）

窒素酸化物は、施設の種類及び規模並びに設置時期ごとに排出基準が定められています。

この排出基準については、昭和４８年８月の第１次規制以降、昭和５４年８月の第４次規制まで段階別排出

基準の強化及び対象施設の拡大を行ってきており、これにより窒素酸化物を排出するほとんどのばい煙発

生施設については排出基準が設定されました。さらに、５８年９月に窒素酸化物の発生率が高い石炭等の固

体燃料への燃料転換等のエネルギー情勢の変化に対応するため、固体燃料ボイラーに係る排出基準の強化

等（第５次規制）が行われました。

ｄ その他の有害物質等

排出規制（法・条例による）

カドミウム、鉛、フッ素、塩素などの有害物質については、大気汚染防止法により、ばい煙発生施設の

種類ごとに、排出ガス中の濃度規制が行われています。特に、塩素、塩化水素については、県公害防止条

例により、大気汚染防止法第４条第１項に基づく上乗せ排出基準を設けています。（表２―２―２０）

対象地域
対象工場
事業場の規模

鳴門市、松茂町、北島町
徳島市、小松島市、阿南市
羽ノ浦町、那賀川町

左 記 以 外 の 地 域

各ばい煙発生施設等の定格使用時における燃
料使用量の合計が５００�／ｈ以上となる工場・
事業場

１．５％以下又は排煙脱硫装置（脱
硫効率８０％以上）を設置すること

１．７％以下又は排煙脱硫装置（脱
硫効率８０％以上）を設置すること

各ばい煙発生施設等の定格使用時における燃
料使用量の合計が５００�／ｈ未満となる工場・
事業場

１．７％以下 ２．０％以下

各ばい煙発生施設等の定格使用時において、
硫黄酸化物を１０Ｎ�／ｈ以上排出するばい煙
発生施設を新増設する工場・事業場

１．０％以下又は排煙脱硫装置（脱硫効率８０％以上）を設置すること

年 度 昭和６２ ６３ 平成元 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

設 置 基 数 １９ １９ ２０ ２１ ２１ ２１ ２１ ２２ ２６ ２７ ２６ ２７ ２７ ３０ ３０

処理ガス量
（万Ｎ�／ｈ） ２９１ ２９６ ３１０ ３１９ ３１９ ３１９ ３２０ ３２１ ３３２ ３１８ ３１５ ３１８ ３１８３，３０６３，３０６
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�表２―２―２０ 塩素・塩化水素の上乗せ排出基準

�表２―２―２１ クロム及びその化合物の規制基準

また、県公害防止条例により、無機化学工業薬品製造業におけるクロム化合物の取扱施設から排出され

るクロム及びその化合物について表２―２―２１のとおり規制基準を設けています。

�イ 粉じん規制

平成元年６月に大気汚染防止法が改正され、粉じんを石綿その他人の健康に係る被害を生じるおそれのあ

る物質（特定粉じん）と、それ以外の粉じん（一般粉じん）に分けて規制しています。

ａ 特定粉じん（法による）

特定粉じんは、特定粉じん発生施設（石綿解綿用機械等）を設置する工場・事業場の敷地境界における

濃度により規制を行っています。

また、平成８年５月の法改正により、吹き付け石綿を使用する建築物の解体・改造・補修の作業のうち、

一定規模以上のものについて、作業実施の届出や作業基準の遵守等が定められています。

ｂ 一般粉じん（法・条例による）

一般粉じんは、一般粉じん発生施設（鉱物又は土石の堆積場、ベルトコンベア等）の種類ごとに、粉じ

ん飛散防止のための施設の構造並びに使用及び管理に関する基準を定めて規制をしています。

� 有害大気汚染物質規制

平成８年５月に大気汚染防止法が改正され、有害大気汚染物質規制が位置づけられました。これを受けて

大気汚染防止法に基づき、平成９年１月にベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの３物質

が、平成９年９月にはダイオキシン類が指定物質（有害大気汚染物質のうち人の健康に係る被害を防止する

ため、その排出又は飛散を早急に抑制しなければならない物質）に指定されました。その後、ダイオキシン

類対策特別措置法の施行に伴いダイオキシン類は指定物質から削除され、現在１１の指定物質排出施設につい

て指定物質抑制基準が定められています。

	 ダイオキシン類規制

ダイオキシン類による環境汚染を防止するため、平成１２年１月１５日にダイオキシン類対策特別措置法が施

行され、規制の対象となる施設を特定施設として指定し、特定施設を設置する事業者に届出を義務付けると

ともに、施設の種類毎に排出基準値が定められています。


 立入調査等

大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設は、７４４工場・事業場に１，４９０施設設置されており、その６１．４％を

ボイラーが占めています。（表２―２―２２）

ばい煙の種類 適 用 施 設 法の排出基準
条例による上
乗せ排出基準

上乗せ排出基準適用地域

塩 素 大気汚染防止法施行令別表第１の１６
の項から１９の項までに掲げる施設

３０㎎／Ｎ� ２０㎎／Ｎ� 徳島市（川内町、応神町に限る。）
松茂町、北島町塩 化 水 素 ８０㎎／Ｎ� ５０㎎／Ｎ�

有害物質の種類 規 制 基 準

クロム及びその化合物 排出口における排出ガス１Ｎ�につきクロムとして０．３㎎

六価クロム化合物 敷地の境界線の地表における大気１�につき三酸化クロムとして０．００１０㎎
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�表２―２―２２ ばい煙発生施設設置状況（大気汚染防止法）

（電気事業法、ガス事業法を含む。）

粉じん発生施設は、大気汚染防止法により「特定粉じん」と「一般粉じん」に分けられています。一般粉

じん発生施設は、１１５工場・事業場に４９３施設設置されており、その５３．１％をベルトコンベアが占めています。

（表２―２―２３）

また、県公害防止条例に基づくばい煙発生施設及び粉じん発生施設の設置状況は、それぞれ１，５３２工場・

事業場１，９５５施設、２４８工場・事業場９６５施設で、主なものは前者がボイラー（９０．０％）、後者はベルトコンベ

ア等（８４．９％）となっています。（表２―２―２４、表２―２―２５）

これらの工場・事業場に対しては、計画的に立入調査を実施し、排出基準の遵守状況及び施設の維持管理

状況等を調査した結果、１施設について大気汚染防止法に定める窒素酸化物の排出基準に適合しないことが

認められたため、事業者に対し、改善の指導を行った。

項目 施 設 名
平成１２年度末
現在施設数

平成１３年度末現在施設数

施 設 数 構 成 比（％）

１ ボ イ ラ ー ８７６ ９１５ ６１．４

３
焙 焼 炉 ５ ５ ０．３

焼 結 炉 １ １ ０．１

５ 溶 解 炉 ９ ９ ０．６

６ 金 属 加 熱 炉 １３ １３ ０．９

７ 石 油 加 熱 炉 ５ ５ ０．３

９ 焼 成 炉 ９ １０ ０．７

１０
直 火 炉 ５ ５ ０．３

反 応 炉 ８ ９ ０．６

１１ 乾 燥 炉 ４６ ４６ ３．１

１２ 電 気 炉 ３ ３ ０．２

１３ 廃 棄 物 焼 却 炉 １４０ １４０ ９．４

１５ 乾 燥 施 設 ４ ４ ０．３

１６ 塩 素 急 速 冷 却 施 設 ２ ２ ０．１

１９

塩 素 反 応 施 設 １７ １７ １．１

塩 化 水 素 反 応 施 設 ４ ４ ０．３

塩 化 水 素 吸 収 施 設 ４ ４ ０．３

２４ 鉛 精 練 用 溶 解 炉 １ １ ０．１

２９ ガ ス タ ー ビ ン ３６ ３７ ２．５

３０ デ ィ ー ゼ ル 機 関 ２５６ ２６０ １７．４

施 設 合 計 １，４４４ １，４９０ －

工 場 ・ 事 業 場 数 ７２９ ７４４ －
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�表２―２―２３ 一般粉じん発生施設設置状況（大気汚染防止法）

（電気事業法、ガス事業法を含む。）

�表２―２―２４ ばい煙発生施設設置状況（県公害防止条例）

�表２―２―２５ 粉じん発生施設設置状況（県公害防止条例）

また「県大気汚染対策指導要綱」に規定する使用

燃料中の硫黄分の基準遵守状況についても調査を実

施した結果、指導基準は遵守されています。

また、立入調査等の状況については表２―２―２６

のとおりです。

イ 移動発生源対策

移動発生源としては、自動車・船舶・航空機等があ

りますが特に自動車は窒素酸化物・炭化水素等の汚染

物質を排出し、総排出量も他のものと比べて多くなっ

ています。

我が国の自動車排出ガス規制は、昭和４１年のガソリ

ンを燃料とする普通自動車及び小型自動車の一酸化炭

項目 施 設 名
平成１２年度末
現在施設数

平成１３年度末現在施設数

施 設 数 構 成 比（％）

２ 堆 積 場 ８２ ８７ １７．６

３ ベ ル ト コ ン ベ ア ２５２ ２６２ ５３．１

４ 破 砕 機 ・ 磨 砕 機 ９４ ９５ １９．３

５ ふ る い ４７ ４９ ９．９

施 設 合 計 ４７５ ４９３ －

工 場 ・ 事 業 場 数 １１１ １１５ －

項目 施 設 名
平成１２年度末
現在施設数

平成１３年度末現在施設数

施 設 数 構 成 比（％）

１ ボ イ ラ ー １，７３９ １，７６０ ９０．０

２ 乾 燥 炉 ９ １０ ０．５

３ 廃 棄 物 焼 却 炉 １４１ １４６ ７．５

４ クロム化合物の取扱施設 ３９ ３９ ２．０

施 設 合 計 １，９２８ １，９５５ －

工 場 ・ 事 業 場 数 １，５１０ １，５３２ －

項目 施 設 名
平成１２年度末
現在施設数

平成１３年度末現在施設数

施 設 数 構 成 比（％）

１ 堆 積 場 １２８ １２９ １３．４

２ ベ ル ト コ ン ベ ア ８０６ ８１９ ８４．９

３ お が く ず 堆 積 場 １７ １７ １．８

施 設 合 計 ９５１ ９６５ －

工 場 ・ 事 業 場 数 ２４３ ２４８ －

�表２―２―２６ 立入調査等の状況

調 査 区 分 工場・事業場数等

立 入 調 査 ５０９

測

定

調

査

燃料中硫黄含有率 １４５

硫 黄 酸 化 物 ２２

ば い じ ん ２

窒 素 酸 化 物 ２７

塩 化 水 素 １５
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素濃度規制により開始されました。その後、ＬＰＧを燃料とする自動車及びディーゼル自動車が規制対象に追

加され、また、規制対象物質も逐次追加された結果、現在では、ガソリン又はＬＰＧを燃料とする自動車につ

いては一酸化炭素（ＣＯ）、炭化水素（ＨＣ）及び窒素酸化物（ＮＯｘ）が、ディーゼル自動車についてはこ

れら３物質に加えて粒子状物質（ＰＭ）及びＰＭのうちディーゼル黒煙が規制対象となっています。

近年の自動車排出ガス低減対策は、平成元年１２月の中央公害対策審議会答申「今後の自動車排出ガス低減対

策のあり方について」で示された目標に沿って推進されてきました。同答申に基づき、

�自動車排出ガスについて、ディーゼル自動車等から排出されるＮＯｘ、ＰＭ等を短期及び長期の２段階の

目標に沿って大幅に削減

�自動車燃料品質について、軽油中の硫黄分を短期及び長期の２段階に分けて１０分の１レベル（０．５質量％

→０．２質量％→０．０５質量％）にまで低減

等の諸施策が平成１１年度までにすべて実施されました。

元年答申で示された目標について完全実施のめどが立ったことから、平成８年５月、環境庁長官により中央

環境審議会に対して「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」が諮問され、中央環境審議会大気部

会及び同部会に新たに設置された自動車排出ガス専門委員会において検討が開始されました。

平成８年１０月１８日には、中間答申がとりまとめられ、同答申に基づき、

�二輪車について排出ガス規制の導入及びＨＣ等の排出削減

�ガソリン・ＬＰＧ自動車についてＨＣ等の排出削減

�自動車燃料品質についてガソリンの低ベンゼン化（５体積％→１体積％）

の諸施策が、排出ガス規制については平成１０年又は１１年に、燃料品質規制については平成１２年１月に実施され

ました。

平成９年１１月２１日には、第二次答申がとりまとめられ、同答申に基づき、

�ガソリン・ＬＰＧ自動車について、平成１２年から１４年にかけてＮＯｘとＨＣの排出量削減に重点を置き対

策を強化し、さらに平成１７年頃を目途に新短期目標の２分の１以下を目標に技術開発を進めること。

�ガソリン自動車の燃料蒸気ガス試験法を改定し、前項と同時に燃料蒸気ガス低減対策を強化すること。

�ディーゼル特殊自動車の排出ガス規制を平成１６年から導入すること。

が予定されており、ガソリン新短期目標及びガソリン自動車の燃料蒸気ガスについては平成１０年９月に大気汚

染防止法に基づく告示「自動車排出ガスの量の許容限度」の改正等所要の措置が講じられました。

平成１０年１２月１４日には、第三次答申がとりまとめられ、同答申に基づき、

�ディーゼル自動車について、平成１４年から１６年にかけてＮＯｘ及びＰＭ削減に重点を置き対策を強化し、

さらに平成１９年頃を目途に新短期目標の２分の１程度を目標に技術開発を進めること。

が予定されており、ディーゼル新短期目標については平成１２年９月に許容限度の改正等所要の措置が講じられ

ました。

平成１２年１１月１日には、第四次答申がとりまとめられ、同答申に基づき、

�第三次答申で平成１９年頃を目途とされたディーゼル新長期目標を２年前倒しし、平成１７年までに達成する

こと。

�軽油中の硫黄分の許容限度設定目標値を平成１６年末までに現行の１０分の１に低減すること。

�ディーゼル特殊自動車の低減目標を１年前倒しし平成１５年までに達成すること。

が予定されております。

平成１４年４月１６日には、第五次答申がとりまとめられ、同答申に基づき、

�ディーゼル自動車について、窒素酸化物（ＮＯｘ）等を低減しつつ、粒子状物質（ＰＭ）に重点をおいた

対策を行う。特に、重量車（車両総重量３．５t超）は、ＰＭをより大幅に低減すること。

�ガソリン自動車について、排出ガス低減対策と二酸化炭素低減対策の両立に配慮しつつ、ＮＯｘ等を低減

すること。

が予定されております。

現在の自動車排出ガス規制に係る規制値は表２―２―２７のとおりです。
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�表２―２―２７ 自動車排出ガス規制に係る規制値

注１：ＣＯ（一酸化炭素）、ＨＣ（炭化水素）、ＮＯＸ（窒素化合物）、ＰＭ（粒子状物質）
２：規制値２．７０（２．１０）とは、１台当たりの上限値２．７０、型式当たりの平均値２．１０を示す。
３：１０・１５モード（１０・１５Ｍ）とは、都市部における平均的な走行形態を表した走行パターン
１１モード（１１Ｍ）とは、冷機始動による校外から都心に向かっての平均的な走行パターン

４：ディーゼル乗用車において、「小型車」とは等価慣性重量１．２５t（車両重量１．２６５t）以下、「中型車」とは、等価慣性重量１．２５t（車両重量１．２６５
t）超である。

資料：環境省

種 類 試験モード 成 分
現 行 規 制 値 次 期 規 制 値

備 考
規 制 年 規 制 値 規 制 年 規 制 値

ガ

ソ

リ

ン

・

Ｌ

Ｐ

Ｇ

乗

用

車

４サイクル
及び
２サイクル

１０・１５Ｍ
（�／㎞）

ＣＯ 平成１２年 １．２７（０．６７）

２サイクル車は現在生産さ
れていない

ＨＣ 平成１２年 ０．１７（０．０８）
ＮＯＸ 平成１２年 ０．１７（０．０８）

１１Ｍ
（�／test）

ＣＯ 平成１２年 ３１．１（１９．０）
ＨＣ 平成１２年 ４．４２（２．２０）
ＮＯＸ 平成１２年 ２．５０（１．４０）

ト

ラ

ッ

ク

・

バ

ス

４サイクル
軽自動車

１０・１５Ｍ
（�／㎞）

ＣＯ 平成１０年 ８．４２（６．５０） 平成１４年 ５．１１（３．３０）

規制開始時期
平成１４．１０．１

ＨＣ 平成１０年 ０．３９（０．２５） 平成１４年 ０．２５（０．１３）
ＮＯＸ 平成１０年 ０．４８（０．２５） 平成１４年 ０．２５（０．１３）

１１Ｍ
（�／test）

ＣＯ 平成１０年 １０４（７６） 平成１４年 ５８．９（３８．０）
ＨＣ 平成１０年 ９．５０（７．００） 平成１４年 ６．４０（３．５０）
ＮＯＸ 平成１０年 ６．００（４．４０） 平成１４年 ３．６３（２．２０）

２サイクル
軽自動車

１０・１５Ｍ
（�／㎞）

ＣＯ 昭和５０年 １７．０（１３．０）

現在生産されていない

ＨＣ 昭和５０年 １５．０（１２．０）
ＮＯＸ 昭和５０年 ０．５０（０．３０）

１１Ｍ
（�／test）

ＣＯ 昭和５０年 １３０（１００）
ＨＣ 昭和５０年 ７０．０（５０．０）
ＮＯＸ 昭和５０年 ４．００（２．５０）

軽量車
（ＧＶＷ≦
１．７t）

１０・１５Ｍ
（�／㎞）

ＣＯ 平成１２年 １．２７（０．６７）
ＨＣ 平成１２年 ０．１７（０．０８）
ＮＯＸ 平成１２年 ０．１７（０．０８）

１１Ｍ
（�／test）

ＣＯ 平成１２年 ３１．１（１９．０）
ＨＣ 平成１２年 ４．４２（２．２０）
ＮＯＸ 平成１２年 ２．５０（１．４０）

中量車
（１．７t＜
ＧＶＷ
≦２．５t）

１０・１５Ｍ
（�／㎞）

ＣＯ 平成１３年 ３．３６（２．１０）
１３年規制からは、重量区分
を変更。
�中量車
１．７t＜ＧＶＷ≦３．５t
�重量車
３．５t＜ＧＶＷ

ＨＣ 平成１３年 ０．１７（０．０８）
ＮＯＸ 平成１３年 ０．２５（０．１３）

１１Ｍ
（�／test）

ＣＯ 平成１３年 ３８．５（２４．０）
ＨＣ 平成１３年 ４．４２（２．２０）
ＮＯＸ 平成１３年 ２．７８（１．６０）

重量車
（２．５t＜
ＧＶＷ）

Ｇ１３Ｍ
（�／kWh）

ＣＯ 平成１３年 ２６．０（１６．０） 規制開始時期
平成１３．１０．１
（中量車も同じ）

ＨＣ 平成１３年 ０．９９（０．５８）
ＮＯＸ 平成１３年 ２．０３（１．４０）

デ

ィ

ー

ゼ

ル

車

乗

用

車

１０・１５Ｍ
（�／㎞）

ＣＯ 昭和６１年 ２．７０（２．１０） 平成１４年 ０．９８（０．６３）
ＨＣ 昭和６１年 ０．６２（０．４０） 平成１４年 ０．２４（０．１２）

ＮＯＸ
小型 平成９年 ０．５５（０．４０） 平成１４年 ０．４３（０．２８）
中型 平成１０年 ０．５５（０．４０） 平成１４年 ０．４５（０．３０）

ＰＭ
小型 平成９年 ０．１４（０．０８） 平成１４年 ０．１１（０．０５２）
中型 平成１０年 ０．１４（０．０８） 平成１４年 ０．１１（０．０５６）

ト
ラ
ッ
ク
・
バ
ス

軽量車
（ＧＶＷ≦
１．７t）

１０・１５Ｍ
（�／㎞）

ＣＯ 昭和６３年 ２．７０（２．１０） 平成１４年 ０．９８（０．６３）
ＨＣ 昭和６３年 ０．６２（０．４０） 平成１４年 ０．２４（０．１２）
ＮＯＸ 平成９年 ０．５５（０．４０） 平成１４年 ０．４３（０．２８）
ＰＭ 平成９年 ０．１４（０．０８） 平成１４年 ０．１１（０．０５２）

中量車
（１．７t＜
ＧＶＷ
≦２．５t）

１０・１５Ｍ
（�／㎞）

ＣＯ 平成５年 ２．７０（２．１０） 平成１５年 ０．９８（０．６３） ９年
手動変速機付車
１０年
自動変速機付車

ＨＣ 平成５年 ０．６２（０．４０） 平成１５年 ０．２４（０．１２）
ＮＯＸ 平成９、１０年 ０．９７（０．７０） 平成１５年 ０．６８（０．４９）
ＰＭ 平成９、１０年 ０．１８（０．０９） 平成１５年 ０．１２（０．０６）

重量車
（２．５t＜
ＧＶＷ）

Ｄ１３Ｍ
（�／kWh）

ＣＯ 平成６年 ９．２０（７．４０） 平成１５、１６年 ３．４６（２．２２） ＧＶＷ≦３．５t ９年
３．５t＜ＧＶＷ≦１２t １０年
１２t＜ＧＶＷ １１年

ＨＣ 平成６年 ３．８０（２．９０） 平成１５、１６年 １．４７（０．８７）

ＮＯＸ
直噴

平成９～１１年 ５．８０（４．５０） 平成１５、１６年 ４．２２（３．３８）
副室 ３．５t＜ＧＶＷ≦１２t １５年

１２t＜ＧＶＷ １６年ＰＭ 平成９～１１年 ０．４９（０．２５） 平成１５、１６年 ０．３５（０．１８）

二

輪

車

４サイクル
二輪車
（�／㎞）

ＣＯ 平成１０、１１年 ２０．０（１３．０）
１０年
原付一種（－５０㏄）
軽二輪（－２５０㏄）
１１年
原付二種（－１２５㏄）
小型二輪（２５０㏄－）

ＨＣ 平成１０、１１年 ２．９３（２．００）
ＮＯＸ 平成１０、１１年 ０．５１（０．３０）

２サイクル
二輪車
（�／㎞）

ＣＯ 平成１０、１１年 １４．４（８．００）
ＨＣ 平成１０、１１年 ５．２６（３．００）
ＮＯＸ 平成１０、１１年 ０．１４（０．１０）
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� 緊急時対策

大気汚染防止法では、大気の汚染が著しくなり、人の健康や生活環境に影響を与える一定のレベルを超える状

態となった場合に、一般住民への周知及び工場・事業場に対してのばい煙排出量削減等の緊急時の措置を行うよ

う定めています。

本県においては、大気汚染監視テレメータ・システムにより県下２３箇所の測定局で常時監視を行っており、測

定値が一定レベルを超えた場合には「徳島県大気汚染緊急時対策措置要綱」に基づいた措置を行なっています。

この要綱において対象としている汚染物質は、光化学オキシダント・二酸化窒素・硫黄酸化物・浮遊粒子状物

質及び一酸化炭素で、これらの物質のうち、いままでに要綱に基づく措置をとったのは光化学オキシダントのみ

です。

光化学オキシダントに係る対象地域及び発令区域の区分は表２―２―２８、緊急時報等発令基準及び措置内容は

表２―２―２９のとおりです。

�表２―２―２８ オキシダントに係る対象地域及び発令区域

区 分 地 域 及 び 区 域

対 象 地 域
（ ４ 市 ８ 町 ）

徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、那賀川町、羽ノ浦町、鷲敷町、由岐町、松茂町、
北島町、藍住町、脇町

発 令 地 区
（ １０ 区 域 ）

今 切 区 域（徳島市川内町、応神町、松茂町及び北島町の全域）
徳 島 市 区 域（徳島市のうち、吉野川以南の地域の全域）
鳴 門 区 域（鳴門市の全域）
小 松 島 区 域（小松島市の全域）
阿 南 区 域（阿南市の全域）
那賀川・羽ノ浦区域（那賀川町及び羽ノ浦町の全域）
鷲 敷 区 域（鷲敷町の全域）
由 岐 区 域（由岐町の全域）
藍 住 区 域（藍住町の全域）
脇 町 区 域（脇町の全域）
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�表２―２―２９ オキシダントに係る発令基準及び措置内容

�表２―２―３０ 主要ばい煙排出者

� 尿中クロム実態調査等

阿南市に所在するクロム取扱工場周辺において、クロムに関する人体への影響の程度を把握するため、毎年度

周辺住民等を対象に尿中クロムの実態調査を行っています。過去５年間の調査結果は表２―２―３１のとおりです。

平成１３年度の調査結果は、過去４年間と同様、異常は認められませんでした。

この調査とは別に、工事の敷地境界及び周辺環境においても、浮遊粉じん中のクロムについて年間を通じた調

査を実施していますがほぼ横ばいの状況で推移しています。また、六価クロムについては、現在まですべて不検

出となっています。過去５年間の調査結果は表２―２―３２のとおりです。

緊急時報
の 区 分

発 令 基 準
措 置 内 容

ば い 煙 排 出 者 自動車使用者等

予 報

区域内の１以上の測定局
において、１時間値が０．１０
ppm以上となり、かつ気象
条件からみて注意報の発令
基準程度に大気の汚染が進
行するおそれがあると予想
されるとき。

１ 発令区域内の主要ばい煙排出者（注１）に対し、
予報発令時点における窒素酸化物排出総量の２０％
以上の削減措置又はこれに相当する措置をとるよ
う協力要請する。
２ 発令区域外に位置する主要排出者に対しては、
必要に応じ、１と同様の削減措置をとるよう協力
要請する。

－

注 意 報

区域内の１以上の測定局
において、１時間値が０．１２
ppm以上となり、かつ気象
条件からみて、大気の汚染
の状態が継続すると認めら
れるとき。

１ 発令区域内の主要ばい煙排出者に対し、予報段
階の措置と同様の措置をとるべきこと又は継続す
るべきことを勧告する。
２ 発令区域外に位置する主要排出者に対しては、
必要に応じ、１と同様の削減措置をとることを勧
告する。

自動車の使用者又
は運転者に対し、自
動車の運行を自主的
に制限するよう協力
要請する。

警 報

区域内の１以上の測定局
において、１時間値が０．２４
ppm以上となり、かつ気象
条件からみて大気の汚染の
状態が継続すると認められ
るとき。

発令区域内及びその周辺に位置するばい煙排出者
（注２）に対し、予報発令時点（ただし、主要ばい
煙排出者以外のばい煙排出者は警報発令時点）にお
ける窒素酸化物排出総量の３０％以上の削減措置又は
これに相当する措置をとるべきことを勧告する。

注意報段階と同様
の措置とする。

重大警報

区域内の１以上の測定局
において、１時間値が０．４０
ppm以上となり、かつ気象
条件からみて、大気の汚染
の状態が継続すると認めら
れるとき。

大気の汚染状態等がばい煙に起因する場合にあっ
ては、発令区域内及びその周辺に位置するばい煙排
出者に対し、予報発令時点（ただし、主要ばい煙排
出者以外のばい煙排出者は警報発令時点）における
窒素酸化物総排出量の４０％以上の削減措置又はこれ
に相当する措置をとるべきことを命令する。

大気汚染状態等が、
自動車排出ガスに起
因する場合にあって
は、公安委員会に対
し道路交通法の規定
による措置をとるべ
きことを要請する。

�１ 主要ばい煙排出者とは表２―２―３０の工場・事業場です。
２ ばい煙排出者とは排出ガス量の最大値の合計が１万Ｎ�／h以上の工場です。

市 町 工 場 ・ 事 業 場 名

徳 島 市 大塚化学㈱徳島工場、東亜合成㈱徳島工場、日清紡績㈱徳島工場、新日本理化㈱徳島工場

鳴 門 市 鳴門塩業㈱製塩工場、㈱大塚製薬工場

小 松 島 市 日本製紙㈱小松島工場

阿 南 市
王子製紙㈱富岡工場、四国電力㈱阿南発電所、日本電工㈱徳島工場、四国電力㈱橘湾発電所、
電源開発㈱橘湾火力発電所

北 島 町 東邦テナックス㈱徳島工場、四国化成工業㈱徳島第２工場

藍 住 町 光洋精工㈱徳島工場

－ 60 －－ 60 －



	表２―２―３１ 尿中クロム実態調査

	表２―２―３２ 工場周辺等のクロム調査結果

３ 今後の主な施策


 固定発生源の規制・指導の強化

最近の固定発生源の増加及び多様化などにより、排出基準の遵守状況等について、監視指導を強化します。

また、大規模工場については、テレメータ・システムによる発生源監視を継続して行います。

� 環境測定局装置の整備・充実

大気汚染の常時監視は、環境基準達成状況の把握、大気汚染防止対策の確立等のために不可欠であることから、

老朽化した測定機器の計画的な更新を行うとともに、維持管理を徹底し、測定値の精度・信頼性の確立を図りま

す。また、新たに県西部の大気汚染の状況を把握するため、平成１２年度に脇町に固定局を設置しました。

� 有害大気汚染物質対策

有害大気汚染物質のうちダイオキシン類、ベンゼン等の優先取組物質を中心に、継続して一般地域、固定発生

源等周辺の環境濃度の把握に努めるとともに、環境基準の維持達成のため必要に応じ低減対策を講じていきます。

 普及啓発活動

大気環境問題に対する理解と認識を高めるため、アイドリングストップ運動を中心とする県民参加型の環境保

全運動の啓発を進めています。

年 度
調 査 対 象 者 （人）

調 査 結 果
周辺住民等 対 照 者 合 計

９ １２ ７ １９ 異常なし

１０ １５ ７ ２２ 〃

１１ ２２ ５ ２７ 〃

１２ １１ ３ １４ 〃

１３ ４ ２ ６ 〃

区 分

年 度

敷 地 境 界（２地点） 周 辺 環 境（６地点）

六価クロム化合物
（µ�／�）

全 ク ロ ム
（µ�／�）

六価クロム化合物
（µ�／�）

全 ク ロ ム
（µ�／�）

９ すべて不検出 ０．０３４（平均） すべて不検出 すべて不検出

１０ 〃 ０．０３８（ 〃 ） 〃 ０．０１５（平均）

１１ 〃 ０．０４２（ 〃 ） 〃 ０．００４（ 〃 ）

１２ 〃 ０．０３５（ 〃 ） 〃 ０．０１０（ 〃 ）

１３ 〃 ０．０２７（ 〃 ） 〃 ０．００６（ 〃 ）

大
気
環
境

－ 61 －－ 61 －


